
クールオフィス・サポートプロジェクト助成金交付要綱  

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市内の中小企業者が、他の市内企業のモデルとなるよう

な先進的な職場改善に取り組む場合に必要な経費の一部を助成することによ

り、若手人材等の確保や定着を推進し、もって地域経済の振興に寄与するこ

とを目的とする。  

 

 （助成対象者）  

第２条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対

象者」という。）は、次に掲げる要件に該当する中小企業者とする。 

（１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げ 

る者（以下「中小企業者」という。）であること。 

（２）北九州市内に事業所を有すること。 

（３）株式会社の場合にあっては、発行済の株式が中小企業者以外の会社によ  

り２分の１を超えて保有されていないこと。  

（４）北九州市税を滞納していないこと。 

（５）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号 

）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員でな 

いこと。 

（６）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

 （助成対象事業）  

第３条 助成金の交付の対象とする事業（以下「助成対象事業」という。）は、

先進的な職場改善に取り組む事業とする。  

 

 （助成金の交付及び額）  

第４条 市長は、助成対象者が前条に規定する助成対象事業を行った場合に、

当該助成対象者の申請に基づき、予算の範囲内で助成金を交付するものとす

る。 

２ 助成金の額は、助成対象事業に係る経費のうち市長が別に定める経費の区

分に該当する経費の２分の１に相当する額とし、１００万円を上限とする。

この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、助成対象事業について別に定める交付要件を

備えていない場合は、この要綱に基づく助成の対象としないものとする。  

 

 （助成金の交付申請）  



第５条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定める助成金交付申請書に

市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。  

 

 （助成金の交付決定）  

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

当該申請に係る助成金の交付の可否について決定のうえ、その旨を当該申請

を行った者に通知するものとする。 

 

 （実績報告）  

第７条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者（以下「助成事

業者」という。）は、助成対象事業が完了したときは、２０日以内に別に定

める助成金実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しな

ければならない。  

 

 （助成金の額の確定等）  

第８条 市長は、前条の規定による助成金実績報告書の提出があったときは交

付すべき助成金の額を確定し、当該額を通知するとともに、別に定める方法

により速やかに当該額の助成金を交付するものとする。  

 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、助成事業者が第２条に定める要件を満たさないものと認める

場合のほか、助成金の交付決定を受けて行った助成対象事業が第３条に定め

る要件及び別に定める交付要件を満たさないものと認める場合は、助成金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

２ 市長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関  

し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ず  

るものとする。  

３ 交付決定の取消しによって、当該交付決定を取り消された者に損害が生じ

た場合、市は賠償の責めを負わない。  

 

 （財産処分の制限）  

第１０条  助成事業者は、この助成金の交付を受けて取得した設備及び備品の 

 取得日が属する年度の翌年度の初日から起算して、減価償却資産の耐用年数  

等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当す  

る期間までは、市長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、

撤去し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。  

２ 市長は、同条に規定する財産を助成金の交付の目的に反して使用し、撤去 

し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供することを承認しようとするとき



は、その交付した助成金等の全部又は一部に相当する金額を市に返還させる

ことができる。 

 

 （設備等の適正管理義務）  

第１１条  助成事業者は、この助成金の交付を受けて設置した設備及び備品の  

 適切な維持管理に努めなければならない。  

 

（規則との関係）  

第１２条 助成金の交付は、北九州市補助金等交付規則（昭和４１年北九州市  

規則第２７号）に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。 

 

 （委任） 

第１３条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済局長が別に定める。  

 

 

付   則 

この要綱は、令和６年４月１９日から施行する。  


